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１ 業務の概要 

（１）件名 

港区環境マネジメントシステム事務局運営支援業務委託（以下、「本業務」とい

う。） 

（２）本業務の目的 

区では、港区環境マネジメントシステムを導入し、区の各課・各施設等を対象

に、エネルギー管理に重点を置いた取組を実施しています。 

本業務は、港区環境マネジメントシステムに基づいて、各種法令等に基づく国

及び東京都へのエネルギー使用量等の報告、内部環境監査の実施等の事務局業務

を支援することを目的とします。 

（３）業務委託内容 

別紙「仕様書（案）」のとおり 

（４）履行期間 

令和４年４月 1日から令和５年３月 31 日まで 

（５）履行場所 

港区指定場所 

（６）参考事業規模 

4,950,000 円程度（税込） 

※ この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのも

のであることに留意してください。なお、事業規模を超えての提案を行った

場合は、失格とします。 

※ 現時点で令和４年度予算が成立していないため、予算成立後、上記の金額及

び仕様書に記載された規模での業務委託を行う予定であることをあらかじ

めご了承ください。 

 

２ 参加資格 

本件プロポーザルに参加する者（以下「プロポーザル参加者」という。）の参加

資格要件は、以下の要件をすべて満たす者とします。各要件は、参加表明書提出日

を基準日とします。 

なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約

締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポー

ザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。 

（１）港区の競争入札参加資格登録業者又は競争入札参加資格登録業者と同等の資格

を有すると判断される法人格を有する事業者又は団体等 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に該当する者でないこ 

と。 

【参考：地方自治法施行令 第167条の４】 

(一般競争入札の参加者の資格) 

第167条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般
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競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７

７号)第３２条第１項各号に掲げる者 

（３）経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項に基づき更

正手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1

項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになった

とき等。）にないこと。 

（４）港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成16年7月30日16港政契第238

号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

（５）港区の契約における暴力団等排除措置要綱（平成24年1月26日23港総契第1157

号）に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

（６）区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同する

こと。 

 

区内事業者との共同 

港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取

組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共

同すること」を参加条件としています。 

区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業

体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査におい

て、評価を優遇します。 

共同事業体を構成する（代表企業ではない）構成員のみ区内事業者であった場

合、または、やむを得ず、区外事業者のみで参加申請する場合は、加点対象とな

りません。 

 

■ 共同の方法：複数事業者による共同事業体の結成 

■ 共同事業体を構成する（代表企業ではない）構成員のみ区内事業者であった場

合、また、区外事業者のみで参加申請する場合：区内事業者優遇措置（事務局

採点項目の配点５％加点）の対象となりません。 

共同事業体を結成し、参加申請する場合、適切な共同事業体の名称を設定の上、

代表事業者を定め、単独で参加申請するために必要な提出書類に加え、次の書類

を提出してください。 

共同事業体を構成する全ての事業者が別に示す参加資格に該当することが必要

です。代表事業者及び構成事業者の変更は原則として認めません。 

   （１）共同事業体構成書 

   （２）共同事業体協定書兼委任状 

   （３）委任状（代理人が契約権限を有する場合のみ） 
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なお、虚偽申請等不正行為が発覚した場合は、事業候補者の取消、指名停止（登

録事業者のみ）等のペナルティを課します。 

【区内事業者として扱う事業者】 

・登記簿上、区内に本店を置き、営業する事業者（「港区の競争入札参加資格登録」

を参加資格要件としない場合、入札参加資格登録の有無は問わずに区内事業者

として扱うことが可能。） 

・港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準（平成25年3

月14日港総契第2801号）に該当し、区の認定を受けている区内事業者（登記簿

上の本店所在地は区外に置いているが、事実上の本店所在地を区内に置き営業

を行う事業者、または、区内に契約権限を有する代理人を設置し、支店又は支

社等の営業所を置き営業を行う事業者） 

【区内事業者として扱わない事業者の例】 

支店①は、港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準（平

成25年3月14日港総契第2801号）で定める区内事業者として認定されているが、

港区内に所在地を置かない本店又は支店②として申込みがあった場合（共同事

業体の構成員である場合も含む） 

 

３ 選考スケジュール（予定） 

手   続  日   程 

プロポーザル募集要項の公表・配布開始 令和３年 12 月 24 日（金） 

プロポーザル募集要項に対する質問受付期限 令和４年１月 12 日（水） 

質問への回答 令和４年１月 17 日（月） 

プロポーザル参加意思表明書・企画提案書等提出期限 令和４年１月 27 日（木） 

第一次審査（書類審査） 令和４年２月４日（金） 

第一次審査結果通知 令和４年２月７日（月） 

第二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング） 令和４年２月 10 日（木） 

第二次審査結果通知 令和４年２月 14 日（月） 

契約締結・審査結果公表  令和４年３月中旬以降 

 

４ 提出書類の配布 

（１）配布場所 

   「12 担当・連絡先」の記載のとおり 

（２）配布期間 

 ア 窓口配布期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年 1月 27 日（木）まで 

※ 午前 8時 30 分から午後 5時まで 
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※ 土曜、日曜、祝日及び年末年始（12 月 29 日から 1月 3日まで）を除く 

 イ ホームページ掲載期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年 1月 27 日（木）まで 

（３）配布書類 

※ 配布書類は港区ホームページからダウンロードが可能です。 

プロポーザル関係 

・ 港区環境マネジメントシステム事務局運営支援業務委託プロポーザル募集要項 

・ 別紙「仕様書（案）」 

・ 参考資料「港区環境マネジメントシステムについて」 

・ 参考資料「港区環境基本計画（令和３年度～令和８年度）」 

 

※ その他、港区環境マネジメントシステム実績報告書を港区ホームページで公

表していますので御参照ください。 

【URL】

https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kank

yo/chosa/km-jisseki/index.html 

提出書類関係様式 

・ 様式１   参加表明書 

・ 様式２    質問書 

・ 様式３－１   共同事業体構成書 

・ 様式３－２   共同事業体協定書兼委任状（共同事業体代表者用） 

・ 様式３－３    委任状（共同事業体編成用）【代理人が契約権限を有する  

         場合のみ】 

・ 様式４    事業者概要及び業務実績 

・ 様式５   業務従事予定者の経歴及び専任性 

・ 様式６   業務従事予定者の配置計画 

・ 様式７－１～３   企画提案書①～③ 

 

５ 質問書の受付・回答 

（１）受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）令和４年１月 12 日（水）まで 

※ 午前８時 30 分から午後５時まで 

※ 土曜、日曜、祝日及び年末年始（12 月 29 日から１月３日まで）を除く 

（２）受付方法 

「質問書」（様式２）に必要事項と質問を記入の上、「12 担当・連絡先」までメ

ールで提出してください。提出する場合は、送信未達を防ぐため、メール送信後

に必ず確認の電話を入れてください。 

（３）回答方法 

質問内容とその回答については、令和４年 1月 17 日（月）以降に港区ホームペ
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ージに公開します。 

なお、質問者名の公表はしません。また、質問内容が不明瞭なものについては

回答しない場合があります。 

 

６ 企画提案書等の提出について 

（１）提出書類 

ア 参加表明書 

 イ 港区物品買入れ等競争入札参加資格を有している場合は、 

・ 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票（写） 

 ウ 港区物品買入れ等競争入札参加資格を有していない場合は、 

・ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）及び印鑑登録証明書 

・ 財務諸表（最新の事業年度のもの） 

・ 納税証明書（法人の場合は法人税、法人事業税（地方法人特別税を含む）、

消費税及び地方消費税） 

エ 共同事業体構成書、共同事業体協定書兼委任状（様式３－１～２）（様式３－ 

３「委任状（共同事業体編成用）」は代理人が契約権限を有する場合のみ提出） 

オ 事業者概要及び業務実績（様式４） 

カ 業務従事予定者の経歴及び専任性（様式５） 

キ 業務従事予定者の配置計画（様式６） 

ク 企画提案書①～③（様式７－１～３） 

ケ 見積書 

コ 地域貢献活動項目の評価に係る書類 

港区では、区内事業者、ワーク・ライフ・バランス推進企業、障害者雇用、

環境配慮、災害協定活動で対応する事業者について、プロポーザル方式の一次

審査において評価項目（地域貢献活動項目）を設け、加点措置をしています。 

該当する事業者は、「７ 企画提案書等の作成に関する留意事項」の「（８）

地域貢献活動項目の評価に係る書類の提出について」を参照の上、必要な書類

を提出してください。」 

（２）提出部数 

ア 正本１部、副本７部（コピー可） 

ただし、上記（１）イ「物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票（写）」及

びウ「履歴事項全部証明書、印鑑登録証明書、財務諸表、納税証明書」につい

ては、正本への添付のみで構いません。 

イ 提出書類の電子データ（ＰＤＦ形式ファイル）のＣＤ－Ｒ 1 枚 

（３）提出期限 

令和４年 1月 27 日（木）午後５時まで 

（４）提出先 

 「12 担当・連絡先」の記載のとおり 

（５）提出方法 
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上記（１）の記載順に重ね、正本、副本ともにフラットファイル等にまとめ、

事前連絡の上、直接持参してください。なお、郵送対応も可としますが、不備があ

った場合には、至急是正の対応を依頼します。 

 

７ 企画提案書等の作成に関する留意事項 

（１）全ての様式及び見積書について 

ア 審査の公平を図るため、正本のみに事業者名等を記載し、正本以外は事業者

名（協力事業者を含む）を伏せて作成してください。 

イ 各様式は、Ａ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 12 ポイン

ト以上とします。 

ウ 各様式以外の補足資料等は添付できません。 

（２）共同事業体構成書（様式３－１）及び共同事業体協定書兼委任状（様式３－２）

について 

ア 区外事業者であり、区内事業者と共同する場合のみ提出してください。 

イ 共同事業体を構成する全事業者が、参加資格に該当することが必要です。 

ウ 企画提案書等提出後の代表事業者及び構成事業者の変更は、原則として認め

ません。 

エ 様式３－３「委任状」は事業者内で代表者が共同事業体編成等に関する権限

等を委任する場合に使用して提出してください。 

（３）事業者概要及び業務実績（様式４）について 

ア 最新の状況を記載してください。 

イ 業務実績は、過去５年間の類似業務の実績を記載してください。 

ウ 区外事業者であり、区内事業者と共同する場合は、共同事業体を構成する事

業者ごとに記載してください。 

（４）業務従事予定者の経歴及び専任性（様式５）について 

ア 本業業務を担当する総括責任者及び業務従事予定者について記載してくださ

い。なお、業務従事予定者が複数いる場合は、担当者毎に記載してください。 

イ 業務実績は、過去５年間の類似業務の実績を記載してください。 

ウ 従事する他の業務（予定手持ち業務量）については、令和４年度に予定して

いるものをすべて記載してください。また、予定手持ち業務の契約金額の合計

を記入してください。 

（５）業務従事予定者の配置計画（様式６）について 

ア 貴社として従事者をどのように配置し、業務を遂行していくかを記載してく 

ださい。 

イ 業務担当者が事故等により不在となった場合に、担当者と同等の人員を配置

するなど、業務の継続性を担保する貴社の体制を明記してください。 

ウ 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関

する法律」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づく各種報

告書の作成支援の体制を明記してください。 
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（６）企画提案書①～③（様式７－１～３）について 

   以下の各課題に関する提案内容について、基本的な考え方を簡潔に記載してく

ださい。 

なお、採用された事業候補者の提案の内容全てをそのまま本業務委託の内容と

するものではありません。 

 

【課題】 

① 区有施設の省エネルギー化の取組推進について（様式７－１） 

港区環境基本計画（令和３年度～令和８年度）の目標達成に向けて、区 

有施設の特性（規模、用途、運営体制等）を踏まえて、今後、エネルギー

使用量を毎年削減する実効的な取組を提案してください。 

② 区有施設における環境法令の遵守徹底及び更なる環境配慮行動の取組につ

いて（様式７－２） 

区有施設の特性（規模、用途、運営体制等）を踏まえて、環境法令に基

づき、留意すべき具体的事項（全ての施設に共通する事項や施設特性に応

じた事項）の例を挙げ、区が法令の趣旨に沿った更なる環境配慮行動を実

現するための方策を提案してください。 

③ 港区環境マネジメントシステムの運用について（様式７－３） 

課題①（様式７－１）及び課題②（様式７－２）での具体的提案を踏ま

え、港区環境マネジメントシステムの改善点を挙げるとともに、貴社が本

業務にどのように取り組んでいくのかを記載してください。 

（７）見積書（様式自由）について 

ア 別紙「仕様書（案）」に基づく業務の遂行に必要な経費を概算し、仕様書の

項目ごとの内訳を記載するとともに、人件費の単価と人工数を明示してくださ

い。 

イ 合計金額は税込の金額としてください。 

ウ 「値引き」「割引」など根拠不明な項目を記載することがないよう留意して

ください。 

（８）地域貢献活動項目の評価に係る書類の提出について 

ア ワーク・ライフ・バランス推進企業 

企業のワーク・ライフ・バランスのより一層の推進を図るため、「ワーク・ラ

イフ・バランス推進」を、プロポーザル選考一次審査における加点項目としま

す。評価条件及び提出書類については、以下のとおりです。 

〇評価条件及び提出書類 

評価条件 提出書類 

港区が認定する「港区ワーク・ライフ・バラ

ンス推進企業」として認定を受けている場合
認定通知等の写し 
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東京都（産業労働局）が認定する「東京ライ

フ・ワーク・バランス認定企業」として認定

を受けている場合 

認定通知等の写し 

国（厚生労働省）が認定する「子育てサポー

ト企業」として認定（くるみん認定）を受け

ている場合で、かつ、プロポーザル参加申請

時において、くるみん認定日における行動計

画又はその次期行動計画の期間内であるこ

と（下記図参照） 

認定通知等の写し及びプロポー

ザル参加申請現在の次世代育成

法に基づく一般事業主行動計画

の期間（年数）を確認できる書

類写し等 

国（厚生労働省）が認定する「子育てサポー

ト企業」として特例認定（プラチナくるみん

認定）を受けている場合 

認定通知等の写し 

 

図 一般事業主行動計画期間とくるみん認定に基づく加点対象期間 

1 期目 2 期目 3 期目 4 期目 ○期目…

 認定 

① 
認定①による加点対象期間 

   

   認定 

② 
認定②による加点対象期間 

 

     認定 

③ 
認定③による～ 

      
 

  

イ 障害者雇用 

障害者の雇用を促進するため、「障害者雇用の評価」を、プロポーザル選考一

次審査における加点項目とします。評価条件及び提出書類については、以下の

とおりです。 

〇評価条件及び提出書類 

 

 

 

 

 

ウ 環境配慮 

事業運営における環境配慮を促進するため、「環境配慮に対する評価」を、プ

ロポーザル選考一次審査における加点項目とします。 

ISO(国際標準化機構)14000 シリーズの 14001、一般財団法人持続性推進機構

評価条件 提出書類 

障害者の雇用の促進等に関する法律第

４３条に規定する法定雇用障害者数以

上の障害者雇用がある場合 

障害者雇用状況報告書の写し 

2 期目 

目標達成 

3 期目 

目標達成 

1 期目 

目標達成 
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認証のエコアクション 21、一般社団法人エコステージ協会認証のエコステージ

(ステージ 2 以上の認証に限る。)、特定非営利活動法人環境機構認証の KES・

環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ２以上の認証に限る。)の

うち、いずれかの認証を取得し、現在も登録をしている場合、通知書の写しを

ご提出ください。 

エ 災害協定活動 

災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時における協定の締結が

ある団体の構成員である場合、プロポーザル選考一次審査における加点項目と

します。区と締結している協定書の写しをご提出ください。 

オ 女性活躍推進 

企業の働く女性活躍の取組をより一層推進するため、「女性活躍推進に対する評価」

をプロポーザル選考一次審査における加点項目とします。評価条件及び提出書類につ

いては、以下のとおりです。 

〇評価条件及び提出書類 

評価条件 提出書類 

国（厚生労働省）が「女性活躍推進企業」と

して評価する「えるぼし認定（または、プラ

チナえるぼし認定）」を受けている場合で、

かつ、プロポーザル参加申請時において、認

定日における行動計画期間内であり、適切に

情報公表を行っていること。 

認定通知等の写し及びプロポーザ

ル参加申請現在の一般事業主行動

計画の期間（年数）を確認できる

えるぼし認定申請書類写し等 

 

８ 事業候補者の選考と審査 

（１）基本的事項 

港区環境マネジメントシステム事務局支援業務委託の事業候補者は、環境の幅

広い分野にわたる専門知識とスキルを有するとともに、港区環境マネジメントシ

ステムを十分に理解し、本業務内容を円滑に実施できる事業者であること。 

（２）選考基準 

① 本業務に必要な技術・知識・経験並びに遂行体制を備えていること。 

② 区有施設の特性を十分に理解し、港区環境基本計画（令和３年度～令和８

年度）の目標達成に向けた省エネルギー化の取組推進に関する具体的な提

案ができること。 

③ 環境法令に精通し、港区環境マネジメントシステムにおいて、法令の趣旨

に沿った更なる環境配慮行動に向けた具体的な提案ができること。 

④ 港区環境マネジメントシステムの体系と取組内容を十分に理解し、改善点

と取組の推進に向けた具体的な提案ができること。 
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（３）評価項目及び評価の視点 

ア 第一次審査（書類審査）106 点満点（通常項目 100 点、地域貢献活動項目６点） 

評価項目 評価の視点 配点 

事業者概要 

及び業務実績 
選考基準① 

本業務に必要な技術・知識・経験並びに遂行体

制を備えていること。 

・類似業務実績を有していること。 

・技術的な助言・指導が可能な従事予定者を配

置していること。 

・的確な業務遂行に必要な指揮命令系統・バッ

クアップ体制が整っていること。 

５ 

【事務局採点項目】 

類似業務経験年数 
５ 

業務従事者の業務実

績 
５ 

【事務局採点項目】 

手持ち業務量 
５ 

業務従事予定者の 

配置計画 
15 

区有施設の省エネル

ギー化の取組推進に

ついて 

選考基準② 

区有施設の特性を十分に理解し、第４次港区環

境率先実行計画の目標達成に向けた省エネル

ギー化の取組推進に関する具体的な提案がで

きること。 

20 

区有施設における環

境法令の遵守徹底及

び更なる環境配慮行

動の取組について 

選考基準③ 

環境法令に精通し、港区環境マネジメントシス

テムにおいて、法令の遵守徹底と更なる環境配

慮行動に向けた具体的な提案ができること。 

15 

港区環境マネジメン

トシステムの運用に

ついて 

選考基準④ 

港区環境マネジメントシステムの体系と取組

内容を十分に理解し、改善点と取組の推進に向

けた具体的な提案ができること。 

20 

【事務局採点項目】 

見積価額 
参考事業規模に対する見積価額を評価します。 10 

以下、地域貢献活動項目 

【事務局採点項目】 

区内事業者優遇 

区内事業者の場合に、一次審査における事務局採点項

目の配点（満点）の合計５％を加点 

 

 

 

（※）

 

 

 

【事務局採点項目】

ワーク・ライフ・バ

ランス推進企業の評

価 

ワーク・ライフ・バランス推進企業としての認定を受

けている事業者に、一次審査における事務局採点項目

の配点（満点）の合計５％を加点 
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【事務局採点項目】 

障害者雇用の評価 

障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に規定

する法定雇用障害者数以上の障害者雇用がある事業

者に、一次審査における事務局採点項目の配点（満点）

の合計５％を加点 

 

 

 

 

 

 

 

（※）

 

 

【事務局採点項目】 

環境配慮に対する評

価 

ISO14001 の認証等に参加している事業者に、一次審査

における事務局採点項目の配点（満点）の合計５％ 

【事務局採点項目】 

災害協定活動の評価 

区と災害時における協定の締結がある場合又は区と

災害時における協定の締結がある団体の構成員であ

る場合、一次審査における事務局採点項目の配点（満

点）の合計５％を加点 

【事務局採点項目】 

女性活躍推進の評価 

女性活躍推進企業としての認定を受けている事業者

に、事務局採点項目の配点（満点）の合計５％を加点 

※地域貢献活動項目の各項目において要件を満たす場合、一次審査における事務

局採点項目（地域貢献活動項目を除く）の配点（満点）の合計５％×該当数

を一次評価点に加点します（小数点以下切上げ） 

 

イ 第二次審査（プレゼンテーション及び質疑応答）50 点満点 

評価項目 評価の視点 配点 

業務遂行体制 

・サポート体制 

企画提案書に記載された業務遂行・サポート体制を

確実に整え、区の指示に応じて適切かつ迅速に実施

することができること。 

10 

業務の理解度 
港区環境マネジメントシステムを的確に把握し、本

業務内容を正しく理解していること。 
15 

企画提案の実現

性と具体性 

実現可能な具体的な提案ができる能力を有してい

ること。 
15 

業務への取組意

欲 

本業務の意義と効果を十分に理解し、業務への取組

意欲があること。 
10 

（４）審査実施方法 

事業候補者選考委員会において第一次審査及び第二次審査を実施します。審査

は点数化して評価します。第一次審査及び第二次審査の結果を総合的に判断し、

最も優れていると認められる 1者を事業候補者として選考します。 

ア 第一次審査（書類審査） 

・ 提出書類を審査し、合計点の高い３者程度を第一次審査通過とします。 

イ 第二次審査（プレゼンテーション及び質疑応答）  

・ 第一次審査を通過した事業者について、第二次審査を実施します。企画提

案書等の補足説明及びプレゼンテーション並びに質疑応答により審査を

実施します。 

・ 第二次審査の時間は 1 者当たり 25 分程度とします。うちプレゼンテーシ
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ョンを 10 分程度、質疑応答時間を 15 分程度とします。 

・ 第二次審査への入場は２人までとし、説明は本業務の従事予定者が行って

ください。 

・ プレゼンテーションでは、パソコンを使用することが可能です。プロジェ

クター及びスクリーンは区で用意します。パソコンは各参加者が持参して

ください。 

・ 追加資料の配布は、区が別に指定する場合以外は認めません。 

（５）審査結果の通知及び公表 

ア 第一次審査結果の通知 

       令和４年２月７日（月）午後５時までに第一次審査参加者全員に、メールで

通知します。 

イ 第二次審査結果の通知 

     令和４年２月 14 日（月）午後５時までに第二次審査参加者全員に、メールで

通知します。 

  ウ 審査結果の公表 

第一次審査及び第二次審査の結果については、令和４年３月中旬以降に港区ホ

ームページに公表します。 

なお、事業者名は最終的に選考した事業候補者のみを公表します。また、選考

委員名は選考終了まで公表しません。 

 

９ 提出書類等の取り扱い 

（１）提出された書類等は、事業者選考以外に、提出者に無断で使用することはあり

ません。ただし、プロポーザルにおける選考過程の情報は、全て区政情報です。

よって、提出書類等は「港区情報公開条例」の定めるところにより、情報公開請

求の対象となります。 

（２）提出された企画提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがあ

ります。 

（３）プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく

公表・使用することはできません。 

（４）選考された企画提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使

用権を持つものとします。 

 

10 留意事項 

（１）業務委託に要する費用は、令和４年度予算として成立した額の範囲での契約と

なります。 

（２）プロポーザル方式による選考後、事業候補者と業務内容や契約条件等を協議し

ます。事業候補者と協議が整わない場合は、次点者と協議を進めます。 

（３）区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則（昭和39年港

区規則第６号）第39条の２の規定に基づき港区業者選定委員会要綱（昭和43年７
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月29日43港総財第491号）第１条に定める港区業者選定委員会に推薦し、審議を

経ます。審議の結果により、契約を締結しない場合があります。 

（４）プロポーザルの参加に必要な費用は、プロポーザル参加者の負担とします。 

（５）プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は

一切その責を負いません。 

（６）事業候補者の提出書類（提案書を含む。）は、契約締結後に選考結果とともに

港区情報公開条例により公開する場合があります。プロポーザル参加者は、事業

候補者となった場合には提出書類が公表されることを了承の上、本件プロポーザ

ルに参加するものとします。 

 

11 その他 

（１）次の各号に該当する申請者は、選考の対象外とします。 

ア 提出書類が本募集要項に合致しない場合 

イ 虚偽の記載、不正及び違反が認められた場合 

（２）企画提案書に記載した総括責任者及び業務従事予定者は、病気・死亡等極めて

特別な場合を除き変更することができません。 

（３）プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その

他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。また、業務終了後、保管してい

る情報等については、速やかにシュレッダー等で破棄し、電子データは完全に消

去してください。 

（４）本業務で利用するパソコンには、最新のウイルス検知ソフト及びファイヤーウ

ォールを導入してください。また、ファイル交換ソフトは導入しないでください。 

（５）プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守す

ること。また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵

守状況に関する点検作業に 応じるものとします。点検作業には、情報セキュリ

ティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当し

ます。 

（６）公正なプロポーザルが確保できないと判断した場合は、中止することがありま

す。 

（７）二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）については、参加者のマスクの

着用、室内の換気、参加者間の距離を確保するなど十分な感染予防策を講じた上

で開催することとします。 

（８）この要項に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定めます。 

 

12 担当・連絡先 

〒105－8511 港区芝公園１－５－25 港区役所８階 

港区環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当 久保、渡邉 

  TEL：03－3578－2477  メールアドレス：minato05@city.minato.tokyo.jp 


